
 

 

 

 

令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

１２月２３日に国立大学法人評価委員会から「秋田大学の令和元年度に係る 

業務の実績に関する評価結果」が通知されました。 

 

 

項目別評価 

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標  

（①組織運営の改善，②教育研究組織の見直し,③事務等の効率化・合理化） 
 
【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 
（理由）年度計画の記載13事項全てが「年度計画を十分に実施している」と認められること等を総合的に勘案

したことによる。 

 

 

（２）財務内容の改善に関する目標  

（①外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加，②経費の抑制，③資産の運用管理の改善） 
 
【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 
（理由）年度計画の記載５事項全てが「年度計画を十分に実施している」と認められること等を総合的に勘案

したことによる。 

 

 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

（①評価の充実，②情報公開や情報発信等の推進） 
 
【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 
（理由）年度計画の記載２事項全てが「年度計画を十分に実施している」と認められること等を総合的に勘案

したことによる。 

 

 

（４）その他業務運営に関する重要目標  

（①施設設備の整備・活用等，②安全管理，③法令遵守等） 
 
【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 
（理由）年度計画の記載10事項全てが「年度計画を十分に実施している」と認められること等を総合的に勘案

したことによる。 

 

 

国立大学法人評価委員会は，先に掲載の4項目について以下の6段階により進捗状況を示す。 

「中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある」  

「中期計画の達成に向けて順調に進んでおり一定の注目事項がある」 

「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」  

「中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる」  

「中期計画の達成のためには遅れている」  

「中期計画の達成のためには重大な改善事項がある」 

 

＊評価結果の全文は本学のホームページ

（https://www.akita-u.ac.jp/honbu/info/in_check.html）に掲載しております。 
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【参考】国立大学法人等の令和元年度評価結果について 

（80国立大学法人・4大学共同利用機関法人） 

 

全体評価 

当該事業年度における各法人の中期計画の進捗状況全体について,総合的に評価。 

• 84法人中 83法人が、中期目標前文に掲げる「法人の基本的目標」に則して、計画的に取り組んで

いると認められる。 
※1法人（北海道大学）は「業務運営の改善・効率化」の項目で重大な改善事項が認められた。 

• 全体として、ダイバーシティの推進や外部資金獲得の拡大の取組が広まっているとともに、地域

や社会の変化に対応した教育研究組織の整備に向けた取組が増加している。このほか、多様な財

源を活用した施設の整備等も積極的に行われている。 

• 他方で、知財担当理事による特許出願に係る不正行為が行われ、管理体制やガバナンスの徹底に

問題があった事案等が発生しており、これらについては課題として指摘している。また、文部科

学大臣による学長の解任が行われた法人については、法人の組織体制や内部統制に課題があった

と考えられ、重大な改善事項として指摘している。 

項目別評価   

「業務運営の改善及び効率化」等４項目について,各法人が行った自己点検・評価の検証を

行い,以下のとおり６段階の評定により進捗状況を示している。 
（*）…秋田大学の評価 

評定区分 
業務運営の 

改善・効率化   
財務内容の改善 

自己点検･評価 

及び情報提供 
その他業務運営 

特筆すべき進捗状況 3 0 0 0 

順調 

一定の注目事項あり 
4 9 0 2 

順調 75（*） 75（*） 84（*） 80（*） 

おおむね順調 1 0 0 1 

遅れ 0 0 0 1 

重大な改善事項 1 0 0 0 

 

大学機関別認証評価の今後の予定について 
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による大学機関別認証評価訪問調査は，１２月

１日（火）に無事終了いたしました。 

この後，機構では，評価部会が訪問調査結果及び意見聴取を踏まえて審議を行い，評価結

果（原案）を作成します。大学機関別認証評価委員会は，評価部会が作成した評価結果（原

案）の提出を受け，評価結果（案）として取りまとめ，令和３年２月上旬ごろに機構事務局

を通じて本学へ通知します。 

本学は，機構から通知された評価結果（案）に対して意見がある場合は申立てを行い，そ

の場合には大学機関別認証評価委員会が再度審議を行います。 

令和３年３月に大学機関別認証評価委員会において最終的な評価結果を確定し，評価報告

書として本学に通知し，文部科学大臣に報告するとともに，印刷物の刊行及びウェブサイト

への掲載等により，広く社会に公表します。 

 

評価・ＩＲセンター運営委員会 学外委員の委嘱 

 評価・ＩＲセンター運営委員会学外委員 小林淳一氏(秋田県立大学理事長兼学長) 

                   任期：令和２年９月 1日～令和４年８月 31日 

 

専任教員の着任について 
評価・ＩＲセンター専任教員として，細川 慎二 助教が１０月１日付けで着任しました。 

（任期：令和２年１０月１日～令和７年９月３０日） 

広報へのご意見などは評価・ＩＲセンターへ 

TEL: 018-889-2206（総務企画課評価・ＩＲ室）/ FAX: 018-889-2939/ E-mail: sokikaku@jimu.akita-u.ac.jp 
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